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農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン

～第２部 等級ラベル表示の運用



   
 

 

  

 本ガイドライン第２部は、以下の１～４により構成されています。各生産現

場において、環境負荷低減の「見える化」に取り組まれる場合、まず３をご覧

いただくだけでも何をしたらよいか理解いただけるようになっています。さら

に農業分野の特殊性を踏まえた理論的な整理や参考となる取組事例等を確認さ

れたい場合には、３以外もご覧下さい。 
 
   １ 本ガイドラインの趣旨 
   ２ 環境負荷低減の取組の評価と等級ラベル表示にかかる原則 
   ３ 環境負荷低減の取組の評価と等級ラベル表示の手順 
   ４ 信頼確保に向けた取組 
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１．本ガイドラインの趣旨 

（１）ガイドラインの目的・背景 

環境負荷低減に貢献する製品・サービス等の消費を促し、地域における農業者等 1の温室効

果ガス（Greenhouse Gas: GHG）の排出削減貢献や生物多様性保全の継続的な活動への意欲

に繋げるため、GHG の削減貢献効果を把握するための簡易算定ツールの作成及び環境負荷

低減の努力を消費者にわかりやすく伝達するための等級ラベルを通じ、フードサプライチェ

ーンにおける環境負荷低減の実践とその可視化（見える化）を推進します。本ガイドライン

は、令和２年度より実施してきたフードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可

視化の在り方検討会及び令和５年度に実施した生物多様性保全の見える化技術検討会での議

論を基に、農業者等が見える化を実践するために必要な情報を整理したものです。 
本ガイドラインに基づく環境負荷低減の見える化の取組は、農業者の自己宣言による環境

表示としています。第三者による認証を必要とするものではありません。 
 

（２）本ガイドラインを利用するメリット 

  農業者等が温室効果ガス低減技術や生物多様性保全に取り組むことによる環境負荷低減へ

の貢献を自ら把握することができるとともに、その結果を販路の拡大、商品の差別化、投資

の呼び込み、消費者へのアピールに活用することができます。 
  

（３）用語の定義 

このガイドラインにおいて、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に

掲げるとおりです。 
 

表１ 用語 
用語 定義 

温室効果ガス（GHG） 気候変動に影響を与える温室効果ガスを示す。自然起源か人為

起源かを問わず、大気を構成する気体で、地球の表面、大気及

び雲によって放射される赤外線スペクトルの内、特定波長の放

射線を吸収及び放出するもの。 
本ガイドラインでは、水田等によるメタン（CH4）の排出や、

窒素肥料の施肥等による一酸化二窒素（N2O）の排出、化石燃

料・電力の使用等による二酸化炭素（CO2）の排出を算定対象

としている。 
温室効果ガス削減貢献 本ガイドラインでは、地域の慣行的な栽培による温室効果ガス

排出量と比較して個別の農業者の生産活動による温室効果ガ

スの排出量が低い場合、当該生産活動が地域の排出削減にどれ

 
1 農業者等：本ガイドラインにおいて、環境負荷低減の取組を実施する農業者や、その GHG 削減貢献率を算

定・表示する事業者をいう。 
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だけ貢献したか（削減貢献量 2）が定量化されていると判断さ

れることから、ラベル表示において「温室効果ガス削減」と表

現している。 
環境負荷低減の見える化 本ガイドラインにおいて、フードサプライチェーンにおける環

境負荷低減の実践とその可視化を「見える化」と表現している。

見える化は、農業者等による環境負荷低減の努力の評価とその

ラベル表示のこと。 
生物多様性 生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのこ

と。地球上の生きものは 40 億年という長い歴史の中で、さま

ざまな環境に適応して進化し、3,000 万種ともいわれる多様な

生きものが生まれた。これらの生命は一つひとつに個性があ

り、全て直接に、間接的に支えあって生きている。生物多様性

条約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性とい

う 3 つのレベルで多様性があるとしている。 
ライフサイクルアセスメ

ント（LCA） 
製品・サービスについてライフサイクル全体における環境負荷

を評価する考え方。 
本ガイドラインでは、LCA の考え方を踏まえ、農産物の生産に

伴い直接排出される GHG のみならず、農業資材（農薬・肥料

等）の原料生産・製造時や、電力等のエネルギー調達時におけ

る GHG も含むこととしている。 
簡易算定シート（農産物

の温室効果ガス簡易算定

シート） 

個別の農業者の生産活動による温室効果ガスの排出量を簡易

に算定し、また、算定した排出量を当該地域の慣行的な栽培に

よる温室効果ガス排出量と比較することで、栽培面積または農

産物の重量当たりの削減貢献率を算定するツール。 
カーボン・クレジット 温室効果ガス削減のプロジェクトを対象に、そのプロジェクト

が実施されなかった場合の排出量等をベースライン排出量と

して、実際の排出量等の差分について国や企業の間で取引でき

るよう認証したもの。 
活動量 利用者が、簡易算定シートの「データ入力シート」に入力する

農産物の収穫量、及び農薬、肥料、電気、燃料等の使用量等。 
原単位（排出係数） 簡易算定シートでは、GHG に関する標準的な原単位（排出係

数）を設定。農薬・肥料等の製造時の二酸化炭素排出量には、

各資材の製造段階のほか、原材料の調達段階（資源採掘から原

材料製造までで、輸送含む）における排出量も含まれる。 

 
2 削減貢献量：温室効果ガス削減貢献定量化ガイドラインを参照

（https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402477/www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330002/2018033000
2-1.pdf）。 

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402477/www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330002/20180330002-1.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402477/www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330002/20180330002-1.pdf
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標準値 標準値には、当該地域における農薬や肥料の散布、は種などと

いった個別の生産活動毎の標準的な活動量を意味する標準値

（標準活動量）と、当該地域内の標準的な１農場における活動

量から算出した GHG 排出量を一定の条件の下で積み上げた１

年間の GHG 総排出量を意味する標準値（標準排出量）がある。 
簡易算定シートでは、地域の慣行に基づく標準排出量と自らの

排出量実績値を比較することで、自らの農産物の相対的な環境

負荷低減への貢献度を把握することができる。 
また、簡易算定シートの「データ入力シート」の農薬、肥料な

どの項目には、地域の標準活動量が初期設定されており、使用

量が不明な場合にはこれらを使用することができる。 

 
（４）適用の範囲 

本ガイドラインは、（５）に定める農産物であって、販売または譲渡されるものに適用するも

のとします。 
本ガイドラインにおける農産物の評価範囲は、当該農産物の生産に係る過程を基本とし、評

価期間は１年間とします。 
 
（５）対象品目 

  対象品目は以下のとおりです。ただし、生物多様性保全の取組評価は追加的指標として、GHG
削減貢献の見える化等級が付与される農産物に対し、GHG 削減貢献の等級と合わせて表示す

るものとします。 
 ＜GHG 削減貢献＞ 
  穀物（乾燥調製されたもの）：米（露地） 

野菜：トマト（露地・施設）、きゅうり（露地・施設）、なす（露地・施設）、 
ほうれんそう（露地）、白ねぎ（露地）、たまねぎ（露地）、はくさい（露地）、 
キャベツ（露地）、レタス（露地）、だいこん（露地）、にんじん（露地）、 
アスパラガス（露地）、ミニトマト（施設）、いちご（施設） 

  果実：りんご（露地）、温州みかん（露地・施設）、ぶどう（露地・施設）、日本なし（露地）、 
もも（露地） 

  いも：ばれいしょ（露地）、かんしょ（露地） 
  その他：茶（露地）（荒茶加工されたもの）  
 
 ＜生物多様性保全（GHG 削減貢献と合わせて表示）＞ 
  穀物（乾燥調製されたもの）：米（露地） 
 
 




